
４　専任教員の研究旅費 (表30)

2014(平成26)年5月1日現在
国外留学 国内留学 学会等出張旅費

長期 短期 長期 短期 国外 国内

総 　　　額 0 1,961,035 0 0 243,772 1,478,420 ＜全学共通＞

支 給 件 数 0 1 0 0 2 15 ・国外留学　[在外研究規則]

総 　　　額 0 0 0 80,000 867,409 2,234,392  (a)は、応募資格56歳未満

支 給 件 数 0 0 0 1 4 38  年間6名、支給上限3,500,000円、

総 　　　額 3,284,720 2,230,000 0 0 2,164,065 1,810,438  期間10か月以上12か月。

支 給 件 数 1 1 0 0 9 23  (b)は、応募資格65歳未満

総 　　　額 3,285,725 150,000 0 0 414,320 2,677,367  年間3名、支給上限2,200,000円、

支 給 件 数 1 1 0 0 3 34  期間5か月以上6か月。

総 　　　額 6,570,445 2,380,000 0 80,000 3,445,794 6,722,197  (c)は、応募資格70歳未満

支 給 件 数 2 2 0 1 16 95  年間2名、支給上限1,600,000円、

総 　　　額 0 712,103 0 0 462,555 3,862,886  期間1か月以上3か月。

支 給 件 数 0 2 0 0 2 67 ・国内留学　[国内研究規則]

総 　　　額 3,234,545 402,890 0 80,000 0 2,699,700  国内研究員は学部割り当て制で、

支 給 件 数 1 1 0 1 0 36  年間10名、期間は前期又は後期、

総 　　　額 3,234,545 1,114,993 0 80,000 462,555 6,562,586  研究費として150,000円支給、

支 給 件 数 1 3 0 1 2 103  旅費として使用可。

総 　　　額 3,354,990 0 0 0 260,461 3,232,097 ・学会等出張旅費 [個人研究費規則]

支 給 件 数 1 0 0 0 3 38  個人研究費総額964,000円のうち

総 　　　額 3,248,265 150,000 0 0 1,720,730 1,744,342  研究旅費364,000円。

支 給 件 数 1 1 0 0 8 23

総 　　　額 6,603,255 150,000 0 0 1,981,191 4,976,439

支 給 件 数 2 1 0 0 11 61

学部計

商学部

商学科

経営学科

学部計

経済学部

経済学科

国際経済学科

学部計

学部・研究科等 備　　　考

神学部 神学科

文学部

英文学科

外国語学科英語専攻

外国語学科ﾌﾗﾝｽ語
専攻



国外留学 国内留学 学会等出張旅費

長期 短期 長期 短期 国外 国内
学部・研究科等 備　　　考

総 　　　額 0 0 0 121,232 157,900 3,789,260

支 給 件 数 0 0 0 1 1 58

総 　　　額 0 1,054,885 0 29,496 622,877 2,326,794

支 給 件 数 0 1 0 1 3 29

総 　　　額 0 1,054,885 0 150,728 780,777 6,116,054

支 給 件 数 0 1 0 2 4 87

総 　　　額 0 241,320 0 0 999,385 3,282,382

支 給 件 数 0 1 0 0 3 47

総 　　　額 0 0 0 50,000 322,100 3,684,187

支 給 件 数 0 0 0 1 1 49

総 　　　額 0 0 0 0 255,500 1,131,052

支 給 件 数 0 0 0 0 1 20

総 　　　額 0 241,320 0 50,000 1,576,985 8,097,621

支 給 件 数 0 1 0 1 5 116

総 　　　額 0 2,036,520 0 400,000 3,195,393 3,207,389

支 給 件 数 0 1 0 2 17 46

総　 　　額 0 0 0 0 0 821,400

支 給 件 数 0 0 0 0 0 15

総　 　　額 16,408,245 8,938,753 0 760,728 11,686,467 37,982,106

支 給 件 数 5 10 0 7 57 538

　　２　教員研究旅費には、前表「３　専任教員の研究費（実績）」（表29）は含めないでください。

　　３　それぞれの研究旅費の支給条件（例えば、受給資格、支給額の上限等）を備考欄に注記してください。

　　４　留学の「長期」とは、１年以上のものをいい、１年未満を「短期」とします。

学部計

[注]１　2013年度の実績をもとに作表してください。
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